
○里山未来拠点形成支援事業（生物多様性保全推進支援事業の内数）
令和３年度予算
額：172百万円

事業イメージ

概 要

対象者

対象事業

新規 ソフト事業

環境省 民間団体

里山未来拠点協議会

交付金

請負

企業、地域金融機関、大学、NGO、
自治体等により構成

交付金
コーディネーター派遣
協議会運営支援

地方公共団体、非営利団体、民間事業者等

里地里山の保全・活用に関する先進的・効果的な活動であって、自然体験・教
育、資源活用、雇用創出等

「生物多様性国家戦略2012-2020」（平成24年9月閣議決定）では、里地里
山の管理不足が生物多様性上問題であり、保全活動の取組への支援や都市住民、
事業者なども含めた地域全体で支える新たな仕組みづくりが必要とされている。

こうした状況を踏まえ、人々の暮らし方の変化も踏まえた、里地里山におけ
る生物多様性に配慮した持続可能な活動を支援・普及する。

支援内容

里地里山の保全・活用に関する先進的・効果的な活動であって、自然体
験・教育、資源活用、雇用創出等（交付率:3/4）

支援手続スケジュール（予定）

令和３年３月頃～４月頃：令和３年度事業計画募集予定
令和３年５月頃～６月頃：交付予定

【連絡先】
環境省 自然環境局 自然環境計画課 TEL０３-５５２１-８２７３

地方公共団体の参加を得た里山未
来拠点協議会を対象として公募を
行い、審査により採択された協議
会に対して交付金を交付する。
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○広域周遊観光促進のための観光地域支援事業
令和３年度概予算案額：

７６０百万円

事業イメージ

概 要

対象者

対象事業

継続 ソフト事業

訪日外国人旅行者及び日本人国内旅行者の「新たな旅のスタイル」に対応す
るため、観光地域づくり法人（DMO）が中心となり、地域が一体となって行う、
調査・戦略策定、滞在コンテンツの充実、受入環境整備、旅行商品流通環境整
備、情報発信といった取組に対して総合的な支援を行う。

①調査・戦略策定 ②滞在コンテンツの充実
③広域周遊観光促進のための環境整備 ④旅行商品流通環境整備
⑤情報発信・プロモーション
※ただし、地方ブロック毎に開催される連絡調整会議における調整を行ったものに

限る。

登録DMOまたは、地方公共団体

※登録DMOが定めた事業計画に位置づけられた事業の実施主体に限る。
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【連絡先】
国土交通省 観光庁 観光庁観光地域振興課 TEL０３-５２５３-８３２８

支援内容

昨年度からの変更のポイント

支援手続スケジュール（予定）

【支援対象事業】

①調査・戦略策定、②滞在コンテンツの充実、③受入環境整備、

④旅行商品流通環境整備、⑤情報発信・プロモーション）

【補助率】

①・・・事業費の 10/10（上限1,000万円）

②③④⑤・・・事業費の1/2 ※継続事業については2年目:2/5、3年目:1/3

「新たな旅のスタイル」に対応した事業を対象とする。
訪日外国人旅行者だけでなく、日本人国内旅行者を対象とした事業について

も、支援の対象を拡大する。
補助対象事業のうち、②滞在コンテンツの充実や③受入環境整備等の着地整

備を優先的に支援するとともに、造成した滞在コンテンツを活用した旅行商品
の造成・販売を促進するため、④旅行商品流通環境整備として、支援対象事業
として明確化し優先支援を行う。

令和２年１２月４日（金）～令和３年１月２９日（金）：令和３年度事業
計画（案）募集期間
令和３年２月：連絡調整会議実施予定
令和３年４月：交付決定予定
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○訪日グローバルキャンペーン等に対応したコンテンツ造成事業

令和３年度予算案額：
150百万円

訪日外国人旅行者の更なる消費拡大を図るため、観光庁・日本政府観光局による
情報発信「Enjoy my Japan グローバルキャンペーン」等に対応した高付加価値
な滞在コンテンツを、地方運輸局と観光地域づくり法人（ＤＭＯ）が連携し、全
国各地域に創出する。

各地方運輸局等（観光地域づくり法人との連携が必要）

○本事業は、訪日外国人向け滞在コンテンツ造成に取り組む事業を対象とする。

本事業で造成・磨き上げを行う滞在コンテンツは、「Enjoy my Japanグローバ
ルキャンペーン」におけるターゲット市場である欧米豪９市場（独・英・仏・米・
加・豪・伊・西・露）の訪日無関心層に訴求する７つのパッションに沿ったもの、
または、「アジアにおける大規模キャンペーン」のターゲット市場であるアジア１
０市場（中国・韓国・香港・台湾・タイ・シンガポール・ベトナム・マレーシア・
フィリピン・インドネシア）に訴求するものとする。

加えて、量を増やすことを重視するものではなく、地域内の消費額向上や滞在日
数の増加につながり、かつ、自地域でしか体験できない現地に訪れる動機となるよ
うな付加価値の高いものとする。

事業イメージ

概 要

対象者

対象事業

継続
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【連絡先】
国土交通省 観光庁 観光庁観光地域振興課 TEL０３-５２５３-８３２８

○事業池沼の地域資源に関する調査
○地域資源を活用したコンテンツの企画・立案
○モデルツアーの実施
※各地方運輸局等による事業執行（国費１０／１０）

造成・磨き上げを実施する滞在コンテンツは、地域内の消費額向上や滞在日
数の増加を更に高めるため、自地域でしか体験できない現地に訪れる動機と
なるような付加価値の高いものとしている。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、三密を避けた滞在コンテン
ツとするなど「新たな旅のスタイル」に対応した滞在コンテンツの造成を行う。

令和３年１月上旬～３月上旬：令和３年度事業計画募集
令和３年３月：採択事業内定予定
令和３年４月：事業開始予定

支援内容（補助率等）

昨年度からの変更のポイント

支援手続スケジュール（予定）

備考
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○地域観光資源の多言語解説整備支援事業
令和３年度予算案額：
４６０百万円

事業イメージ

概 要

対象者

継続 ソフト事業

訪日外国人旅行者の滞在満足度向上や滞在時間の増加を促すため、訪日外国人が訪
れている観光地・観光資源に対して専門人材を派遣し、分かりやすく魅力的な多言
語解説文の作成等を支援する。

観光資源を所有または管理する個人もしくは団体、多言語解説整備を行う地域の自
治体、日本版DMO、日本版DMO候補法人および観光協会など旅行者の誘致に関し
て観光戦略の仕組み作り・実行を行うことができる組織等から構成される地域協議
会
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【連絡先】
国土交通省（観光庁） 観光地域振興部 観光資源課
TEL:03-5253-8925 FAX:03-5253-8930

支援内容

地域協議会が行う解説文作成に必要な経費については、１地域あたり５００万円を
目安として、その金額内において解説文作成を支援する。（ただし、申請書類の内
容により、特に必要と判断される地域については、目安額の上乗せを行う場合があ
る。）

※500万円の支援額で作成できる解説文点数の目安は、1点あたり2５0ワードの場
合、25点程度。

（令和２年度実績）

対象事業

解説文作成に要する以下の事業

○ 解説文作成に関わる専門人材（英語を母国語とするネイティブライター等）に
よる現地取材
○ 現地取材によって得られた知見を踏まえ多言語解説文の執筆・校閲
○ 自然や日本文化・歴史、観光といった分野に精通する専門家による監修
○ 本事業で作成した英語解説文を元にした中国語解説文の作成

ただし看板設置やパンフレット作成など、作成した解説文の媒体化については支援
の対象外。

支援手続スケジュール（予定）

令和３年1月：支援地域の公募開始（予定）
令和３年３月：「分かりやすい多言語解説整備推進委員会」において支援地域を決
定（予定）
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○地域の医療の充実を通した外国人受入れ推進のための
体制構築支援事業

事業イメージ

概 要

継続 ソフト事業

今後のインバウンド需要の回復に向けて、地域の意見をくみ取りながら、医療
機関等を含めた訪日外国人の受入体制が整った地域づくりや、訪日外国人を呼び
込むための新たな健康増進プランの造成・改良など、医療と観光が連携した地域
の取組を支援する。

例：医療体制の整った観光ブランドの造成
（スポーツ、温泉など）

目指す姿
〇医療機関等を含めた、訪日外国人の受入体制が整った地域づくり
〇健康増進滞在プランの造成・改良（長期滞在プランを含む。）

怪我等をした観光客の医

療機関での対応

院内表示の多言語化

水中運動（理学療法士による指導）

温泉のリラックス、癒しの効果

例：温泉を利用したリハビリ治療等＋観光

事業スキーム

地方公共団体

医療機関等

観光、宿泊業者
３者一体となり、安
全･安心の観光を
提供する事業計画

観光・宿泊地の感染対策や、
より安心な滞在プラン作りに
協力したい。また、増加する
外国人患者の受入のための

下地を作りたい。

訪日外国人が安心して旅行で
きるように、医療機関の協力
を得たい。また、医療資源を
活用した滞在プランを作りた

い。

訪日外国人に安心して来訪
可能な体制を構築することで、
地域の観光ブランドの造成と
税収増加、住民への還元を
実現したい。しかし、地域医

療との調和も図りたい。

地域の連携・プ
ラン造成等の
取組の計画を
提出。

地域採択
支援内容決定

厚生労働省

事務局

【役割】
○地域の取組の伴走支

援及び進捗と資金管理
○事業全体の進捗管理

及び効果測定
○安心・安全な観光エリ

アの事例として横展開
できるよう、事例集等の
作成

○滞在プラン実施に沿っ
た必要な体制整備

事業支援
進捗管理

令和３年度予算案額：
2,225百万円の内数
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17

【連絡先】
国土交通省 観光庁 観光資源課 TEL０３－５２５３－８９２４
厚生労働省 医政局総務課 TEL０３－３５９５－２３１７

支援内容

昨年度からの変更のポイント

支援手続スケジュール（予定）

○ 対象事業の①から④におけるコーチング
○ コーチングを受けながら行う地域の取組及びその実証（支援は上限８００万

円を想定。）

令和２年度は地域の受入体制の構築、滞在プランの造成、海外連携や販路確
保など、一連の流れをパッケージとして支援を実施。しかし、地域のニーズや
成熟度及び目指す姿により、地域が取り組む内容が異なるため、令和３年度は
地域の提案をもとに、地域に合わせた支援を行う。

また、令和２年度は医療渡航を軸とした滞在プランを造成する地域を対象と
していたが、令和３年度は医療渡航を軸とした滞在プラン造成を応募の条件と
はせず、地域内での医療の充実や観光・医療の連携等を行い、訪日外国人数の
増加や旅行消費額の増加を目論む地域を対象とする。

未定（厚生労働省ウェブサイト等で公募開始を案内。）

対象者

対象事業

訪日外国人の増加及び消費額の増加を目指す取組を行う医療機関、観光事業者、
地方公共団体等が形成するコンソーシアム

①地域連携 ②外国人受入れ体制の構築
③滞在プランの造成 ④海外連携や販路確保
注：①～④の取組以外にも、対象とする地域のニーズや提案、現状に合わせて適切

な支援を実施。
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○JAPANブランド育成支援等事業
令和３年度政府予算案額：

８００百万円

概 要

継続

海外市場等の新たな市場の獲得に向けて、新商品・サービス開発や販路拡大、ブラ
ンディング等に取り組む中小企業者や、そうした中小企業者の取組を後押しする民
間支援事業者や商工会・商工会議所等に対して、それらの取組に係る費用につい
て一部補助を行う。

中小企業者、民間支援事業者、地域の支援機関 等

事業イメージ

対象者

ソフト事業

対象事業

（１）事業型
中小企業者自らが、海外展開や全国展開のために新商品・サービスの開発による販

路開拓やブランディング等の取組を行う場合、その経費の一部を補助。
令和３年度においては、ECやクラウドファンディングを活用した海外展開の取組や、コ

ロナ危機による社会変化を捉えた新事業の取組を重点的に支援する。
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【連絡先】
経済産業省 中小企業庁 創業・新事業促進課 03-3501-1767

支援内容

（１）事業型
補助：上限額500万円※１ 補助率※２：2/3、1/2以内

（※１）複数者による共同申請の場合は、上限2,000万円
（※２）国内販路開拓、計画期間3年目の場合、1/2以内

その他の場合は2/3以内

（２）支援型
補助：上限額2000万円 補助率 2/3、1/2以内

（※３）計画期間３年目の場合は1/2以内
その他の場合は2/3以内

新型コロナウイルス感染拡大により、社会ニーズの変化や、電子商取引（EC）やオ

ンライン商談の浸透をはじめとしたビジネス手法の変化などが急速に発生してい
る。こうした市場や社会の変化はさらに加速していくと想定される中、中小企業者
にとっては新事業展開や販路開拓による新たな需要獲得が極めて重要であるた
め、ECやクラウドファンディングなどを活用した非対面・遠隔のビジネス様式に対
応した取組や、社会ニーズの変化に対応した新事業の展開を重点的に支援する。

支援手続スケジュール（予定）

未定

昨年度からの変更のポイント

（２）支援型

民間支援事業者や、商工会・商工会議所等が、複数の中小企業者に対して、海外展
開や全国展開に関する支援（調査研究や新商品・サービス開発の支援、効率的なツー
ルの提供、セミナー・研修等）を行う場合、その経費の一部を補助。

令和３年度においては、ECやクラウドファンディングを活用した海外展開の取組や、コ
ロナ危機による社会変化を捉えた新事業の取組を重点的に支援する。
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○地域の担い手展開推進事業
令和３年度予算案額：

４２百万円の内数

事業イメージ

概 要

継続 ソフト事業

内閣府地方創生推進室では、地域の優れた産品・サービスの販路を新たに開拓すること
で、従来以上の収益を引き出し、そこで得られた知見や収益を生産者に還元していく「地
域商社事業」を、地域に育て、根付かせるため、様々な角度から支援活動を行っていま
す。
第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、取組の全国へのさらなる拡大に向け
て、地域商社等の事業を自ら興す起業人材、事業経営をサポートする専門人材を域内
で発掘・育成するだけでなく、域外から地域に送り込み、地域が柔軟に受け入れる仕組
み・環境整備に取り組みます。

目指す連携・成長の絵姿
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【連絡先】内閣府地方創生推進室 03-6257-1417（直通）

支援内容

支援手続スケジュール（予定）

対象事業

地域の優れた産品・サービスの販路を新たに開拓することで、従来以上の収益を引き出し、
そこで得られた知見や収益を生産者に還元していく「地域商社事業」

・ウェブサイトOP後随時会員募集予定
・令和３年度において計３回程度セミナーを開催予定

対象者

事業を営んでいる、または営む予定がある地域商社や関係する自治体等
（以下の６+２パターンを主に想定するがこれに限られない）

①ウェブサイト事業と②セミナー事業の２本立てで構成、 地域商社事業に関わる
事業者同士や公的機関のネットワーク形成を支援行います。

①会員事業者の検索機能や、セミナー事業のレポート等を掲載する。また、関係機関
が提供するサービスのリンクなど、ウエブの機能をいかした支援情報等を提供するオンラ
インプラットフォームを立ち上げます。

②有識者や事業者による発表やグループワークを通じ、実ビジネスに役立つ人脈形成
に資する情報を提供します。
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事
業
者

○不動産特定共同事業等に係る人材育成等
令和３年度予算案額：

８百万円

対象者

継続 ソフト事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、多核連携型の都市の形成がなされていく
中、公的不動産（PRE）等の遊休不動産の活用を、地域において円滑かつ持続的に進め
るためには、不動産特定共同事業等の不動産証券化手法の活用が有効であるところ。
PRE等の証券化に関する地方公共団体・事業者等のマッチングの促進、ウィズ/ポストコロ
ナ時代の新しいニーズを見据えた不動産証券化事業の実施支援を行う。

不動産証券化手法を用いて、地域の遊休・低未利用不動産の再生や公的不動産
（PRE）の利活用に取り組む地方公共団体・事業者等

事業イメージ

概 要

受
託
業
者

国
土
交
通
省

委託委託

定期的な報告

事例収集・分析事例収集・分析

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、テレワークの導入進展やサテライトオフィスの活用等、不動産の新しい
活用ニーズが生まれる中で、既存の不動産ストックを活用した先進事例となりうる地方公共団体・事業者等を募集、選定。
○専門家等によるアドバイザリーを実施し、案件形成を支援するとともに、事例収集・分析等を行う。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた不動産改修事業の実施促進

〇地域における遊休・低未利用不動産について、不動産特定共同事業等の不動産証券化手法を用いて活用すべく、地
方公共団体、地域金融機関、民間企業等の関係者間で、相互に情報を把握しやすくするマッチングサービスを、民間ウェ
ブサイトと連携するなど、手法を検討し構築する。

PRE等の証券化に関する地方公共団体・事業者等マッチング促進

地元資金を活用した不動産特定共同事業（検討中）の例

地域金融機関

投
資
家

一般財団法人
青山財産
ネットワークス
（3号事業者）

建設会社
（施工者）

敦賀市
（底地権者）

ホテル
運営業者

敦賀市

対象不動産
（借地権付建物） 補助金

匿名組合出資

社員持分

特定目的会社
（不動産特定共同事業特例事業者）

ノンリコースローン

補助金

定期建物
賃貸借契約

借地契約

工事請負契約

AM契約

青山財産
ネットワークス
（4号事業者）

融資

＜敦賀駅西地区土地活用事業スキーム＞

↑施設全体外観イメージパース

↑知育施設外観イメージパース

国・自治体

公募・選定・
アドバイザリー支援

公募・選定・
アドバイザリー支援
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【連絡先】国土交通省 不動産・建設経済局 不動産市場整備課
TEL：03-5253-8289

支援内容

昨年度からの変更のポイント

支援手続スケジュール（予定）

〇PRE等の証券化に関する地方公共団体・事業者等マッチング促進
〇新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた不動産証券化事業の実施支援

地域の魅力向上やウィズ/ポストコロナ時代の多核連携型都市形成に向け、地方公共団
体を始めとする関係者間の連携体制の構築や、新しいニーズに対応するための不動産
改修事業の実施の促進を支援対象とした。

2021年5月下旬～8月中旬 8月下旬～2月中旬 2月下旬頃

地方公共団体・
事業者の募集

地方公共団体・
事業者の決定・通知

事業支援期間 事業結果報告

＜新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた不動産改修事業の実施促進＞
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○伝統的工芸品産業支援補助金
令和３年度予算案額：

３６３百万円

概 要

対象者

対象事業

継続 ソフト事業

「伝統的工芸品産業の振興に関する法律（以下「伝産法」）」第2条に基づき指
定を受けた伝統的工芸品を対象とし、伝統的工芸品を製造する協同組合等が、同
法の規定により経済産業大臣の認定を受けた各種事業計画に基づき実施する、後
継者育成や需要開拓・意匠開発等の取組を支援する。

国指定伝統的工芸品の製造協同組合等

伝産法に基づき大臣認定を受けた3～5年の各種事業計画に沿って実施される事業
を対象とする。

事業イメージ
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【連絡先】
経済産業省製造産業局生活製品課伝統的工芸品産業室

TEL：03-3501-3544
各経済産業局伝統的工芸品産業担当部局
各都道府県伝統的工芸品産業担当部局

支援内容

支援手続スケジュール（予定）

下記事業について、上限2,000万円を補助。（ ）は補助率。
【振興計画】 後継者育成事業（1/2、2/3以内）、技術・技法の記録収集・保存事

業、原材料確保対策事業、需要開拓事業、意匠開発事業（2/3以内）
【共同振興計画】 需要開拓等共同展開事業、新商品共同開発事業（2/3以内）
【活性化計画・連携活性化計画】 活性化事業、連携活性化事業（2/3以内）
【支援計画】 人材育成・交流支援事業、産地プロデューサー事業（1/2以内）

補助金公募開始：2021年1月8日（金）～2月12日（金）
採択公表：2021年4月上旬（予定）

（ただし、補助事業を申請するためには、2021年1月12日までに伝産法の規定
に基づく各種計画の申請を自治体の窓口に提出、もしくは認定を受ける必要が
あります。）
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○食文化等によるインバウンド対応推進事業
令和３年度概算決定額：

２４百万円

事業イメージ

概 要

対象者

対象事業

継続 ソフト事業

訪日外国人の食体験を通じ、日本の食・食文化や伝統文化への関心を高め、更なる
インバウンド需要及び農林水産物・食品の輸出増大につなげるため、地域の生産
者・輸出事業者等と連携した食と地域資源等をかけ合わせた食体験の磨き上げと訪
日外国人への食体験の提供を促進する取組を支援。

民間団体等

①地域の食・食文化等を活用した食体験の開発
地域の食・食文化でインバウンド誘致を図るSAVOR JAPAN地域を中心に、生産者・

輸出事業者等と連携した食・食文化・地域資源等をかけ合わせた日本の食を深く体
験できるコンテンツの磨き上げを支援。

②食体験の提供促進

訪日外国人が手軽に食体験を実施できるようインターネットを通じた販売や自国
での再体験を促進する取組を支援。

③海外の日本食レストラン・販売店、
越境ECサイト等の情報提供

①インターネットでの食体験の販売促進
②旅行博等への出展

農山漁村へ訪日旅行客を
呼び込み食体験を提供

１．地域の食・食文化等を活用した食体験の開発 ２．食体験の提供促進

×

①地域特有の食・食文化がある地域（SAVOR JAPAN）等
への専門家の派遣、ネットワークの構築支援
※地域のDMO、農林水産物・食品の生産者、

輸出事業者等との連携した食体験の磨き上げ、
研修会・交流会の開催

②全国各地の食体験の発掘
※輸出拡大に向け、牛肉、青果物、米、緑茶、

水産物、加工食品等の体験を重点的に発掘、
インバウンド誘致に向けた磨き上げを実施

統一ブランド
での発信

食（モノ） × 体験（コト）＝ 高付加価値の食体験

日本の食の
再体験機会拡大

農林水産業によって
生み出される食

日本食・食文化への
関心を高める食体験

食を深く知ることが
できる地域資源を

活用した体験
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【連絡先】
農林水産省食料産業局海外市場開拓・食文化課食文化室
TEL:03-6744-2012

支援内容

昨年度からの変更のポイント

支援手続スケジュール（予定）

補助率：定額

令和３年２月頃 公募
令和３年４月頃 交付決定

①地域のDMO、農林水産物・食品の生産者、輸出事業者等と連携した取組を実施。
②輸出拡大に向け、牛肉、青果物、米、緑茶、水産物、加工食品等の食体験の磨き

上げを重点的に支援。
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○スポーツによる地域の価値向上プロジェクト
令和３年度予算案額：

２８１百万円

事業イメージ

概 要

ソフト事業

スポーツと地域資源を融合させたスポーツツーリズム等を通じて交流人口の拡
大及び地域・経済の活性化を図るため、地域単位では、ポストコロナを見据えた
高付加価値コンテンツの創出に向けたモデル的な取組等を実施し、全国単位で
は、ネットワーク構築・強化、新たな戦略検討、プロモーション等を実施する。

継続
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支援内容

昨年度からの変更のポイント

支援手続スケジュール（予定）

対象事業①のモデル事業及び③のオンライン指導については、事業実施箇所数
を拡大して実施する。

令和３年１月頃～２月頃：令和３年度事業募集予定
令和３年４月頃：契約締結予定

【連絡先】 スポーツ庁参事官（地域振興担当） TEL：03-6734-3931（直通）

①地域スポーツ資源を活用したグローバルコンテンツの創出
・地域資源とスポーツを掛け合わせたコンテンツの磨き上げ等のモデル事業
・顕在化していない施設情報等を調査・集約・データベース化

②スポーツツーリズム・ムーブメントの創出
・スポーツツーリズムの課題解決やマーケット拡大に向けたテーマ別の戦略検討
・文化庁・観光庁と連携した「スポーツ文化ツーリズム」の定着・発信

③武道ツーリズムによる地域活性化の推進
・武道・観光関係者等のネットワークの構築、国内外向けプロモーション
・海外の武道愛好家と国内の著名な指導者等を繋ぐバーチャル道場やオンライ

ン指導のための環境整備

対象事業

①地域スポーツ資源を活用したグローバルコンテンツの創出（委託）
②スポーツツーリズム・ムーブメントの創出（委託）
③武道ツーリズムによる地域活性化の推進（委託）

対象者

民間企業
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○スポーツによるまちづくり・地域活性化活動支援事業
令和３年度予算案額：

１６５百万円

事業イメージ

概 要

対象者

ソフト事業

地方公共団体、スポーツ団体、民間企業等が一体となり、スポーツと地域資源
を掛け合わせたまちづくり・地域活性化に取り組む組織である「地域スポーツ
コミッション」の設立から自走化までの流れを支援するとともに、コロナ禍に
おける活動再開や新たな事業計画の策定等を支援し、スポーツによる地域活性
化を推進する。

対象事業①②：地方公共団体
対象事業③：民間企業

継続
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支援内容

昨年度からの変更のポイント

支援手続スケジュール（予定）

対象事業②の自立支援については、従来の活動支援から支援内容を変更して実
施する。具体的には、コロナ禍においても活動を維持・再開し、新たな事業計
画の策定や自走化（収益事業化）に向けた経営体制強化を図る積極的な活動を
行う組織に重点化し、支援する。

令和３年２月頃～３月頃：令和３年度事業募集予定
令和３年５月頃：交付内定（補助）及び契約締結（委託）予定
令和３年６月頃：交付決定（補助）予定

【連絡先】 スポーツ庁参事官（地域振興担当） TEL：03-6734-3931（直通）

①地域スポーツコミッションの設立支援
・地域スポーツコミッションの設立に向けた関係者の合意形成や基本計画の策

定を支援

②地域スポーツコミッションの自立支援
・コロナ禍における活動再開、新たな事業計画の策定、自走化に向けた経営体

制強化を図る活動を支援

③地域スポーツコミッションの設立及び自立に向けたコンサルティング
・補助効果の最大化を図るため、①②の採択先に対し、専門的知見を有する事

業者から、各種計画策定や事業実施に関する助言等を行い、事業成果や課
題・対応策等の考察を含めた報告書を作成

対象事業

①地域スポーツコミッションの設立支援（補助）（補助率：定額）
②地域スポーツコミッションの自立支援（補助）（補助率：定額）
③地域スポーツコミッションの設立及び自立に向けたコンサルティング（委託）
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○｢新たな旅のスタイル｣促進事業

概 要

新規 ソフト事業

テレワークなどによる働き方の多様化も踏まえて、ワーケーションやブレ
ジャー等の「新たな旅のスタイル」を普及・促進することにより、休暇の取得
促進・分散化を通じた旅行機会の創出や旅行需要の平準化を図る。

ワーケーションやブレジャー等の普及にあたっては、企業（送り手）・地域
（受け手）の双方の取組が必要となることから、その双方を対象としたモデル
事業を実施し、地域（受け手）が企業（送り手）とのマッチングを通じて、
ワーケーションやブレジャー等の体験者を受け入れるにあたって、必要な体制
整備等について支援を行う。

事業イメージ

対象者

ワーケーションやブレジャー等の受入に関する取組を行っている地方公共団体、
及び観光協会や観光地域づくり法人（ＤＭＯ）等

令和３年度予算案額：
504百万円
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対象事業

①ワーケーション、ブレジャー等の体験者の受入に向けた、 取組計画策定、
体験コンテンツ開発、情報発信等（アドバイザーの派遣）

○未定

支援内容（補助率等）

【連絡先】
国土交通省 観光庁国際観光課MICE室 TEL０３-５２５３-８９３８

支援手続スケジュール（予定）

○未定
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○国立公園・温泉地等での滞在型ツアー・ワーケーション推進事業
令和２年度第三次補正予
算案額：2,993百万円

事業イメージ

概 要

対象者

対象事業

ソフト事業

ウィズ・コロナの時代での３密を避ける健康志向により、自然の中でのアクティビティ
やテレワークを求める社会的ニーズが高まっている。国立公園等において魅力的な
ツアー・イベントやワーケーションを実施することで、新型コロナウイルス感染拡大に
より減退した公園利用の反転攻勢と地域経済の再活性化を図る。

地方公共団体、民間事業者、地域協議会等

①国立・国定公園での滞在型ツアー
②国立・国定公園、温泉地でのワーケーションの推進
③国内外向けプロモーション

新規
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【連絡先】環境省自然環境局国立公園課 ＴＥＬ：03-5521-8279

支援内容

支援手続スケジュール（予定）

備考

①国立・国定公園での滞在型ツアー（補助額：定額上限800万円または１/２）
１．滞在型ツアーに係るコンサルティング、事業計画の策定
２．テストマーケティングまたはファムトリップの実施、自然環境状況の調査等、滞在型ツアーの実

施に向けた必要な調査
３．海岸清掃、修景伐採、歩道修繕等、ツアー・イベントの準備に向けて必要な環境整備
４．滞在型ツアーの実施（二次交通の構築を含む）
５．滞在型ツアーに係るパンフレットやホームページ等の情報発信媒体の整備及び多言語化・デジ

タル化、キャッシュレス化
６．研修の実施等、滞在型ツアー等の実施のための人材育成
７．上記に必要な資材等の購入及び賃借
８．上記に付随して実施する感染症対策及び環境負荷低減対策（脱炭素化、プラスチックごみゼロ

化に向けた取組等）

②国立・国定公園、温泉地でのワーケーションの推進（補助額：定額上限250万円または１/２）
１．ワーケーション係るコンサルティング、事業計画の策定
２．テストマーケティングまたはファムトリップの実施等、ワーケーションの実施に向けた必要な調査
３．ワーケーションの実施（二次交通の構築を含む）
４．ワーケーションに係るパンフレットやホームページ等の情報発信媒体の整備及び多言語化・デ

ジタル化、キャッシュレス化
５．上記に必要な資材等の購入及び賃借
６．上記に付随して実施する感染症対策及び環境負荷低減対策（脱炭素化、プラスチックごみゼロ

に向けた取組等）
７．ワーケーションやリモートワークの実施を前提とした設備整備（補助額：１/２または２/３）

③国内外向けプロモーション

令和３年２月～３月に公募開始予定

令和２年第一次補正予算で類似の補助事業を実施。
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○国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツ創出事業
令和３年度予算案額：
1480百万円

事業イメージ

概 要

対象者

対象事業

新規 ソフト事業

①コンテンツの造成
グランピング、地場産品、ナイトタイム、野生動物観光に加え、ロングトレイルや
里地里山の暮らし体験、ワーケーション等の滞在型コンテンツに係る企画検討、
ファムトリップの実施、プロモーション等を支援。

②地域一体となった効果的なコンテンツ提供の検討
複数コンテンツを効果的に提供するための受入れ体制の整備や地域のテーマやス
トーリーを踏まえたコンテンツの統一的なブランディング等に係る計画策定等。

③地域一体となった効果的なコンテンツ提供体制の整備
上記②の検討に基づく、ビジターセンター等における情報提供、感染症防止対策、
体験フィールドの環境整備、自然情報の収集と事業者への提供、多言語対応等の人
材育成、二次交通の構築等。

国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツの創出等を促進し、訪日外国
人旅行者の地域での体験滞在の満足度を向上させることで、インバウンド拡大に
よる地域経済の持続可能な発展に寄与するため、①コンテンツの造成、②地域一
体となった効果的なコンテンツ提供の検討、③地域一体となった効果的なコンテ
ンツ提供体制の整備といった、滞在型コンテンツの創出事業に対して支援を行う。

地方公共団体や民間事業者等
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【連絡先】
環境省自然環境局国立公園課 TEL03-5521-8278

国立公園利用推進室 TEL03-5521-8271

支援内容

昨年度からの変更のポイント

支援手続スケジュール（予定）

①コンテンツの造成【地方公共団体や民間事業者等へ1/2補助】
・コンテンツの立ち上げ、高付加価値化、インバウンド対応に係る支援
（企画検討、テストマーケティング、ファムトリップ、プロモーション（情報発
信媒体の整備等）、キャッシュレス化）

②地域一体となった効果的なコンテンツ提供の検討【地方公共団体等へ1/2補助】
・国立公園ならではのテーマやストーリー、既存の地域コンテンツの状況等を踏
まえた計画の策定・改定のため調査、インバウンド促進・地域経営能力を有する
人材の招へい、地域内の合意形成、計画検討等

③地域一体となった効果的なコンテンツ提供体制の整備【地方公共団体や民間事
業者等へ1/2補助】
・コンテンツの立ち上げ、高付加価値化、インバウンド対応に係る支援
（ビジターセンター等におけるアクティビティ情報の一元的な提供等、新型コロ
ナウイルス感染症の防止対策（利用者数コントロールのための調査・対策実施な
ど）、複数事業者が活用する体験フィールドの環境整備（清掃、簡易修繕など）、
自然環境情報等の収集とコンテンツ事業者への提供、インバウンド対応のための
コンテンツ事業者向けの人材育成、コンテンツ提供のための二次交通の構築に向
けたトライアル実施）

令和３年度新規事業

令和３年４～５月：令和３年度事業計画募集予定
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○クルーズの安全安心な受入れを通じた地域活性化事業 令和３年度予算案額：
2,225百万円の内数

事業イメージ

概 要

対象者

継続 ソフト事業

安心してクルーズを楽しめる環境を整備するため、クルーズ船受入の相互理
解促進や船内等で行う寄港地観光の消費喚起、新たなクルーズ様式に沿ったフ
ライ＆クルーズの商品造成、クルーズ船の安全な寄港再開の取組みを支援する。

対象事業（１）～（３）について
・地方公共団体（港務局含む）
・クルーズ振興のための地域の協議会等※

※「クルーズ振興のための地域の協議会等」とは、次の各号に掲げる者によって構成される協議会又は港湾

管理者が港湾施設の管理等を適正かつ確実に行うことができると認めた団体をいう。
一 関係する地方公共団体（港務局含む）
二 地方整備局及び/または地方運輸局（北海道開発局、神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局含む）
三 その他クルーズ振興を通じた地域活性化の取り組みに精通する者（観光地域づくり法人（DMO）含む）

対象事業（４）について
・地方公共団体（港務局含む）

周遊先

港

感染症対策

安全な
寄港再開支援

寄港地観光の消費喚起

＆
新たなクルーズ様式による
フライ＆クルーズ

相互理解促進

ツアーメニューの造成

感染症対策
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公募：令和3年4月頃
審査：令和3年5月頃
通知：令和3年5月頃

【連絡先】
国土交通省 港湾局 産業港湾課 クルーズ振興室 TEL:03-5253-8672

海事局 外航課 TEL:03-5253-8619

支援内容

昨年度からの変更のポイント

支援手続スケジュール（予定）

予算の範囲内で各事業の1/2以内

対象事業

（１）クルーズ船受入の相互理解促進

（２）船内等で行う寄港地観光の消費喚起

（３）新たなクルーズ様式に沿ったフライ＆クルーズの商品造成

（４）クルーズ船の安全な寄港再開支援

○クルーズ旅客と受入側がともに安心できるよう実施される、港や周遊先
におけるクルーズ船寄港に対する理解促進や、感染症対策を含むツアー
メニューの造成を支援。

○クルーズ旅客と受入側の安全・安心を確保し、滞在促進による消費拡大
に資する新たなクルーズ様式に沿った商品造成に向けた実証実験事業
（モニタリングツアーの実施等）を支援。

○船舶航行の安全性の検証に加え、現地における安全性の確認も支援。
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（語学指導等を行う外国青年招致事業）
○JETプログラム

（語学指導等を行う外国青年招致事業）
地方交付税措置

外国青年を日本に招致し、地方公共団体において観光振興・国際交流業務や小中高校での外
国語指導等に活用

地方公共団体

事業イメージ

概 要

対象者

継続
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【連絡先】
○総務省自治行政局国際室 TEL：03-5253-5527
○（一財）自治体国際化協会JETプログラム事業部 TEL：03-5213-1733

総務省、外務省、文部科学省及び（一財）自治体国際化協会が協力して地方公共団体を支援

＜主な支援内容＞
○在外公館におけるＪＥＴ参加者募集・選考
○地方公共団体の要望に基づくＪＥＴ参加者の配置
○オリエンテーション・研修、サポート等の実施
○地方公共団体におけるＪＥＴ参加者任用経費等（報酬・旅費等）に対する地方交付税措置

支援内容（補助率等）

支援手続スケジュール（予定）

１ 事業概要
地方公共団体は、ＪＥＴプログラム参加者である外国青年を職員として任用（１年単位、

最長５年）し、外国人としての経験・視点を活かした各種業務に従事させる（昭和６２年度
開始、令和２年度で３４年目）。

２ ＪＥＴプログラム参加者の職種
(1) ＣＩＲ（国際交流員）

…地方公共団体の観光振興担当部局、国際交流担当部局等で国際交流活動等に従事
（地方公共団体による活用例には、外国人観光客向けパンフレット・ホームページ

作成、観光情報の外国への発信、観光案内等の実績あり。）

(2) ＡＬＴ（外国語指導助手）
…教育委員会や学校で、教員等の助手として外国語教育等の職務に従事

(3) ＳＥＡ（スポーツ国際交流員）
…地方公共団体におけるスポーツ指導等に従事

３ ＪＥＴプログラム参加者数（令和元年度）
(1) ＣＩＲ： ５１４人
(2) ＡＬＴ： ５，２３４人
(3) ＳＥＡ： １３人

４ ＪＥＴプログラム任用地方公共団体数（令和元年度）
（1） 都道府県： ４５団体
（2） 市町村等：８６４団体

対象事業

○英語圏ＣＩＲ・ＡＬＴ
１０月中旬：配置要望照会、１月下旬：要望〆切、９月：各地方公共団体に配置

○中国、韓国等ＣＩＲ・ＡＬＴ
９月中旬：配置要望照会、１０月中旬：要望〆切、４月：各地方公共団体に配置

○一部英語圏、フランス、ドイツその他の国のＣＩＲ・ＡＬＴ及び全ての国のＳＥＡ
１０月中旬：配置要望照会、１月中旬：要望〆切、９月：各地方公共団体に配置
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○外部専門家（地域力創造アドバイザー）招へい事業

概 要

継続 ソフト事業特別交付税措置

市町村が、外部専門家（「地域人材ネット」登録者）を招へいして、地域独自の魅
力や価値の向上、地域力を高める取組に要する経費を特別交付税の対象とする。

事業イメージ
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【連絡先】 総務省 地域力創造グループ 人材力活性化・連携交流室 TEL: 03-5253-5392 

支援内容

昨年度からの変更のポイント

支援手続スケジュール（予定）

１市町村当たり、以下に示す額を上限額として、３年間（１市町村につき１回に限る）
◇ 民間専門家等活用 （5,600千円／年）
◇ 先進自治体職員（組織）活用 （2,400千円／年）

変更なし

市町村が外部専門家を年度内に延べ10日以上又は5回以上（※１）招へいして、
現地指導などに活用し地域の活性化、地域の課題解決に取り組む事業。

対象事業

定住自立圏構想に取り組む市町村又は条件不利地域をその区域の一部に含む市町村

対象者
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○地域おこし企業人交流プログラム

事業イメージ

概 要

対象者

継続 ソフト事業特別交付税措置

市町村が、企業の社員を一定期間受け入れ、そのノウハウや知見を活かし、地域独自
の魅力や価値の向上等につなげる取組に要する経費を特別交付税の対象とする。

地域おこし企業人交流プログラムに取り組む地方自治体
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【連絡先】 総務省 地域力創造グループ 地域自立応援課 TEL: 03-5253-5392 

支援内容

昨年度からの変更のポイント

支援手続スケジュール（予定）

① 地域おこし企業人の受入れの期間前に要する経費
受入自治体が支出した対象経費のうち一般財源の合計額に０．５を乗じて得た額。
（合計額が１，０００千円を超えるときは１，０００千円に０．５を乗じて得た額を上限）

② 地域おこし企業人の受入れの期間中に要する経費
受入自治体が支出した対象経費のうち一般財源の合計額。
（合計額が５，６００千円※を超えるときは５，６００千円※を上限）

③ 地域おこし企業人の発案・提案した事業に要する経費
受入自治体が支出した対象経費のうち一般財源の合計額に０．５を乗じて得た額。
（合計額が１，０００千円を超えるときは１，０００千円に０．５を乗じて得た額を上限）

変更なし

市町村が、三大都市圏に所在する企業等の社員を一定期間受け入れ、そのノウハウ
や知見を活かし、地域独自の魅力や価値の向上等につながる業務に従事することで、
地方自治体と企業が協力して、地方圏へのひとの流れを創出できるよう取り組む事業

対象事業
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○地域おこし協力隊

事業イメージ

概 要

継続 特別交付税措置

都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動し、生活の拠点を移した
者を地方公共団体が「地域おこし協力隊」として委嘱する。隊員は、一定期間、地域に
居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこし支援や、農林水産
業への従事、住民の生活支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定
住・定着を図る取組に要する経費を特別交付税の対象とする。

ソフト事業
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【連絡先】総務省 地域力創造グループ 地域自立応援課
TEL: 03-5253-5394

支援内容

昨年度からの変更のポイント

支援手続スケジュール（予定）

対象者

対象事業

地域おこし協力隊に取り組む地方自治体

① 地域おこし協力隊員の活動に要する経費
隊員１人あたり440万円上限

② 地域おこし協力隊員等の起業・事業承継に要する経費
最終年次又は任期終了翌年の起業する者又は
事業を引き継ぐ者１人あたり100万円上限

③-1 地域おこし協力隊員の募集等に要する経費
１自治体あたり200万円上限

③-2 「おためし地域おこし協力隊」に要する経費
１団体あたり100万円上限

変更なし

9月：基礎数値照会
3月：特別交付税措置
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○観光地域づくり法人（ＤＭＯ）の改革
令和３年度予算案額：

540百万円

事業イメージ

概 要

対象者

継続 ソフト事業

インバウンドに対応したマネジメント体制が確立された観光地域づくり法人（※）

を対象に、以下の支援を実施。

※観光資源の所有者、宿泊事業者、アクティビティー等の事業者、旅行会社、
交通事業者等のディスティネーションの関係者が体制に含まれていること。

※安定的かつ自立的な経営の確保が行われていること。

①インバウンドにより地域全体の経済効果を高めるための投資戦略やビジネス

モデルを確立するための外部専門人材の登用（観光地域づくり法人と専門人材

のマッチングを実施）

②OJT派遣や視察、研修・セミナー等の受講による中核人材の育成

③安定的な財源の確保のための特定財源（地方税）導入に向けた関係者の合意形成

外国人旅行者に選好される
魅力的なコンテンツの開発・強化

訪日外国人旅行者が快適かつ安全に
周遊・滞在できる受入環境の整備

※地域の関係者による計画策定や
役割分担が行われていることが要件

観光地域づくり法人が重点的に求められる専門性

・インバウンドに関する
データ分析・誘客戦略の策定

※事業内容について、日本政府観光局の確認を受ける

とともに、同局と連携して実施することが要件

・国外向けの戦略的な
情報発信・プロモーション

※プロモーション方針について日本政府観光局の確認を

受けることが要件

日本政府観光局（JNTO）が専門性を発揮
した上で、それを補完する役割を担う観点
から求められる場合の副次的な専門性

全国各地で世界的な競争力を有する魅力ある観光地域づくりを促進するため、
全国の優良な観光地域づくり法人の体制を強化する。

補助対象：観光地域づくり法人 （登録ＤＭＯ）
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・③安定的な財源の確保のための特定財源（地方税）導入に向けた関係者の合意

形成に要する経費（勉強会等の開催経費等）を本事業の対象とする。

※ただし、以下の内容を満たす観光地域づくり法人のみ補助対象とする。

・地方公共団体において、観光振興を目的とした特定財源の導入を図るため、地域の観光事業関係者が
メンバーに含まれる検討会等が設置されていること。（過去に設置されていた場合を含む）。

・地方公共団体との連携・役割分担、合意形成に向けた取組内容及び工程が具体的に検討されていること。

【連絡先】国土交通省 観光庁 観光地域振興課
観光地域づくり法人支援室 03-5253-8328

支援内容

昨年度からの変更のポイント

支援手続スケジュール（予定）

備考

補 助 率 ：定額
①上限1,500万円

※同一人材を継続して登用する場合には3箇年度を限度とし、最終年度は上限1,000万円
ただし、令和元年度に登用した外部専門人材を継続して登用する場合に限り４箇年度を
限度とし、令和３年度は上限１，０００万円、最終年度は上限５００万円

②上限500万円
③上限200万円

①インバウンドにより地域全体の経済効果を高めるための投資戦略やビジネス

モデルを確立するための外部専門人材の登用（観光地域づくり法人と専門人材

のマッチングを実施）

②OJT派遣や視察、研修・セミナー等の受講による中核人材の育成

③特定財源（地方税）導入に向けた関係者の合意形成

調査票提出：令和３年１月15日（金）～令和３年２月15日（月）まで

対象事業
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○広域周遊観光促進のための専門家派遣事業
令和３年度予算額：

７６５百万円（内数）

事業イメージ

概 要

対象者

対象事業

継続 ソフト事業

インバウンドの地方誘客促進を進める地域に対して専門家を派遣し、これま
で地域内部では気づかれていなかった魅力・課題の発見、施策展開への助言、
地域の関係者のスキル向上への支援等により、訪日外国人旅行者の誘客に向け
た地域の取り組みの促進を図ることを目的とする。

観光地域づくり法人（候補ＤＭＯを含む）及び地方公共団体が事務局（委託事業者）に対し派遣要請を行い、訪日外国人旅行者の周遊
促進に向けた課題解決のためのものであると判断される場合に専門家を派遣します。

また、観光庁が各地域へ専門家を派遣する必要があると判断した場合には、観光地域づくり法人（候補ＤＭＯを含む）及び地方公共団
体と調整したうえで専門家の派遣を行います。

派遣スキーム

広域連携ＤＭＯ

観光庁、地方運輸局等
専門家 事務局

観光地域づくり法人

（候補ＤＭＯを含む）
地方公共団体

③派遣、助言

派遣に関する調整 情報共有

④助言を踏まえた取組計画を提出【派遣後】

②派遣決定の通知
①派遣要請

観光地域づくり法人（候補ＤＭＯを含む）、地方公共団体

・まちづくり ・地域の取組・体制評価 ・ＤＭＯ ・マーケティング ・課題発掘
・観光コンテンツの充実 ・旅行商品造成 ・食と農 ・観光施設 ・景観
・文化財 ・芸術・伝統文化 ・Web・ICT ・金融 ・受入環境整備
・外国人対応 ・宿泊 ・交通 ・プロモーション ・その他

派遣対象分野
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【連絡先】
国土交通省 観光庁 観光地域振興課 広域連携推進室 TEL：03-5253-8327

支援内容

昨年度からの変更のポイント

支援手続スケジュール（予定）

備考

○地域等からの推薦により登録した専門家を観光地域づくり法人（候補ＤＭＯ
を含む）及び地方公共団体へ派遣
○専門家が派遣要請を受けた地域を訪問し、外国人等の目線から助言等を実施
○専門家の派遣に関わる旅費・謝金については、観光庁が負担（上限あり）
○専門家の選定については、事務局（委託事業者）に相談可能

オンライン（ウェビナー等）により助言を行った場合も謝金支払いの対象と
する（観光庁が認める場合に限る）。

令和３年６月頃：派遣要請受付開始
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○観光産業における人材確保・育成事業
令和３年度概算要求額：

１１９百万円

事業内容

概 要

継続 ソフト事業

観光先進国の実現を目指し、ウィズコロナ時代においても観光産業を我が国の成長に資する基幹産業とす
るためには、各地域で新しい生活様式やビジネスモデルに対応する観光人材を育成・確保する必要がある。

このため、地域の観光産業を担う中核人材や即戦力となる現場の実務人材の育成等を図るとともに、次代
の観光産業を担う世代に向けた観光教育の推進を図る。

■学識経験者や学校教員、産業界など産官学の関係者による観光教育協議会を開催し、初等中
等教育段階における観光教育の意義、目的・方向性、普及に向けた具体的施策の議論・検討

■発達段階に応じた観光教育プログラムの開発・実証事業の実施
■学校教員向け指導勉強会の開催

①地域の観光産業を担う人材の育成・確保

【中核人材の育成・強化】
■宿泊業や旅行業等の観光産業従事者を対象とした、大学における社会人

向け教育プログラムの開発・実施の支援
■連携大学間における教材や成果の共有、講師の相互派遣等を通じた、産

学連携による持続可能な学び直しの仕組みの構築

【即戦力となる現場の実務人材の定着・確保】
（１）国内人材の定着・確保
■女性・シニア・就職氷河期世代等の人材の定着・確保を地域一体

で図るためのモデル事業の実施
■観光産業における実務人材の定着・確保に係る課題（キャリアパス、人材活用のあり方等）の解決に向

けた協議会の実施

（２）外国人材の受入れ環境整備
■宿泊業における外国人材受入れに関する優良事例や情報等をセミナーやHPで発信
■特定技能外国人の在留期間（５年間）のキャリアパスを描くモデル事業の実施
■特定技能外国人の雇用状況等の把握や受入施設に対する情報発信に資するシステムの整備

＜参考：宿泊分野における特定技能外国人の業務内容＞

（フロント） （企画・広報） （接客） （レストランサービス）

＜中核人材事業 講義の様子＞

②観光教育の推進
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○通訳ガイド制度の充実・強化
令和３年度予算案額：

56百万円

概 要

対象者

新規

大学生等通訳ガイドの認知度が低い層、全国通訳案内士、地域通訳案内士、
外国語ガイド等

訪日外国人旅行者の増加や多様化するニーズに的確に対応し、満足度の向上や旅
行消費額の拡大を図るためには、通訳案内士のほか、改正通訳案内士法の施行によ
り新規参入した資格を持たないガイド（外国語ガイド）も含め、通訳ガイド全体に
おいて、質・量の両面での向上を図るとともに、積極的な活用を促進することが必
要である。このため、下記事業により、通訳ガイド制度の充実・強化を図る。

ソフト事業

対象事業

①通訳認知度及び質の向上等に向けた情報発信及びワークショップ事業

大学生等、通訳ガイドの認知度が低い層等に対して、SNSなどを用いた情報発
信等によるPRを行い、認知度向上と資格取得を促す活動を推進し、通訳ガイド
の量・質面での向上に取り組む。

通訳ガイドのワークショップを開催し、全国通訳案内士・地域通訳案内士・外
国語ガイドを目指す層、それぞれに向け、各層で活躍する講師を招いた学習の場
や、参加者同士の意見交換等のコミュニティの場を設けることで、各層へのス
テップアップ及び通訳ガイドの成り手拡大を図る。

②通訳案内士の就業機会創出事業
通訳案内士登録情報検索サービスの保守・運用に加えて、サービスを十分活用

できていない層（サービスを活用していない通訳案内士や、情報公開を行ってい
ない通訳案内士、旅行業者等のガイド手配事業者）に対して、検索サービスの周
知・PRを行い、通訳案内士のさらなる就業機会創出に繋げる。

令和３年7月頃～令和４年3月末頃：各事業実施予定

支援手続スケジュール（予定）
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○プロフェッショナル人材事業
令和３年度予算案額：

102百万円

事業イメージ

概 要

継続 ソフト事業

各道府県は、潜在成長力ある地域企業に対し、プロフェッショナル人材の
採用支援活動を行う、「プロフェッショナル人材戦略拠点」を設置し、平成
28年１月頃から、本格的に活動を開始した。
各拠点は、地域企業の経営者を対象に、成長戦略や人材戦略への関心
を引きつけるセミナー等の活動を展開しつつ、成長が期待される企業に個
別に接触し、経営者に「攻めの経営」と新たな事業展開を促すことで、プロ
人材に対する有望かつ明確なニーズを発掘し、人材市場に発信する。

地域金融機関や各種支援機関等とも、有望企業の発掘やその成長戦略
の策定などで積極的に連携。各地の拠点同士で協力しながら、都市部の
大企業との人材交流の拡大や、地方創生インターンシップ事業との連携、
都市部のプロ人材に対する地域経済の潜在力アピールなどの活動を展開。
日本人材機構や、人材ビジネス事業者とも密接に連携しつつ、様々な形で、
プロ人材の還流実現に取り組む。
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地域企業

対象者

マッチング事例

【連絡先】 内閣府 地方創生推進室 TEL: ０３－６２５７－１４１２
プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト
URL：http://www.pro-jinzai.go.jp/

氏名 大須賀 信 年齢 45歳

経
歴

1998年 米国系航空会社家族
構成 独身 還流

ルート Ｉターン

出身地 千葉県印旛郡 前
居住地 千葉県印旛郡

2009年 日系IT企業中国事務所勤務
役職名
等 事務局長

前職 JASDAQ上場企業で経営企画職として海外
事業所の設立、事業立ち上げに携わる 2017年 当社入社

企業概要
業種 地域連携DMO

本社所在地 秋田県大館市

創業年 平成28年４月

代表取締役 CEO 中田直文

従業員数 １０人（プロパー８人）

採用したプロフェッショナル人材

主な事業の内容
秋田県北部４市町村よりなる地域連携DMOとして２０１６年に発足し、海外で知名度の
高い秋田犬をフックに地域の観光・物産を活性化・促進。SNS分析、ペルソナマーケティングな
どの手法を駆使し外国人宿泊者数の増加、地域の物販拡大を推進している。

企業の課題・プロフェッショナル人材を採用したきっかけ

民間ならではのスピードで地域連携DMOをマネジメント出来るプロ人材を募集。
「官」の持つリソースを「民」のノウハウで活用し、地域の稼ぐ仕組みを構築するとともに地域コー
ディネーターを育成し秋田犬をフックにインバウンドの誘客、物品販売の拡大を加速。

海外事業経験豊富なマルチリンガル
を事務局長として採用
秋田犬をフックにインバウンドの誘客、
物品販売の拡大加速

一般社団法人 秋田犬ツーリズム
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○地方創生カレッジ事業
令和３年度予算案額：
222百万円

・「地方創生カレッジ」は28年12月に開講し、地方創生に真に必要かつ実践
的なカリキュラムを、ｅラーニング形式等で幅広く提供するほか、地域課題
に対応した実地講座を実施。また、web上での連携・交流のほか、地方創生
に熱意のある関係者のネットワーク拡充を図ることで、地方創生人材の育
成・確保に繋げていく取組み。

・ DMOを中心とした観光分野の講座も多数提供している。

事業イメージ

概 要

継続
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【連絡先】 「地方創生カレッジ」 ＵＲＬ： https://chihousousei-college.jp/
○（公財） 日本生産性本部 地域経営支援センター ＴＥＬ ： ０３-３５１１-４０１３

ＦＡＸ ： ０３-３５１１-４０３９ Ｅ-ｍａｉｌ： college@jpc-net.jp            
○内閣府 地方創生推進室 ＴＥＬ ：０３-６２５７-１４１２

地方創生に関心のある方。

対象者

講座例

講座名（制作者）

DMO特別講座（特定非営利活動法人 現代経営学研究所）

講座紹介

主に行政担当者、集客関連従事者、まちづくりを実践されている（関心のある）方を対象
にしています。本講座では、観光による地域づくりの中核を担うDMOの役割と運営方法の
多様なあり方について事例を通じて学びます。

講座名（制作者）

観光地経営の理解と実践（学校法人 先端教育機構 事業構想大学院大学）

講座紹介

人口減少が進むこれからの時代、地域への経済効果を最大化することで持続可能な地
域づくりを進めていくことが求められるようになりました。その観光地域づくりを進めるにあ
たり、「観光地域経営」の重要性が指摘されています。地方創生の流れの中で、その観光
地経営を効果的・効率的に推進する体制論として登場したのがＤＭＯです。本講座ではＤ
ＭＯ法人の方や観光地経営にかかわる方を対象に、観光による地域経済循環の仕組み
をＤＭＯの視点から整理し、自身の地域で観光による地域経済を正のスパイラルで循環さ
せることを解説し、「観光地経営」の基本的な知識・考え方から、各地域で実践するための
手法を理解することを目指します。

講座名（制作者）

観光地における顧客管理とリピーター対策（公益社団法人 日本観光振興協会）

講座紹介

ＤＭＯなどの観光地マーケティング担当者、行政の観光振興政策担当者、および、両者
に対し外部より専門的な指導や支援を行う研究者やコンサルタントを対象としています。
観光地の持続的な発展を目的とした顧客（観光客）とのコミュニケーションのあり方につい
て、マーケティングの視点から学び、各地域での観光振興戦略へ展開していくことを目指
しています。

※上記の講座は一例です。このような観光ＤＭＯをはじめとした講座のほか、農業、まちづ
くりなど様々な分野での講座を177講座（令和２年５月末時点）開講しております。
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○文化芸術創造拠点形成事業
令和３年度予算案額：

981百万円

事業イメージ

概 要

対象者

対象事業

継続 ソフト事業

地方公共団体の文化事業の企画・実施能力を全国規模で向上させるとと
ともに、地方公共団体が主体となって取り組む文化芸術事業を支援する。

地方公共団体

地方公共団体が主体となり、地域住民や地域の芸・産学官とともに実
施する、地域の文化芸術資源を活用した取組や、地方公共団体等によ
る文化事業の企画・実施体制を構築・強化する取組
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【連絡先】
文化庁地域文化創生本部暮らしの文化・アートグループ TEL:075-330-6737（直通）

支援内容

昨年度からの変更のポイント

支援手続スケジュール（予定）

○地域の文化芸術の振興に資する取組
補助金上限額： ３千万円（補助率１／２）

○地域の文化施策推進体制を構築する取組
補助金上限額：２千万円（補助率１／２）

昨年度からの変更点はなし

令和３年１月～２月頃：令和３年度事業募集予定
令和３年３月：採択予定
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○文化資源の高付加価値化の促進
令和２年度第３次補正予算額案：８００百万円
令和３年度予算額案：１，７７０百万円の内数

事業イメージ

概 要

対象者

新規 ソフト事業

博物館等の文化施設における夜間等の特別解説ツアー等の実施、社寺等の文化
資源をユニークべニューとして活用した音楽祭や芸術祭等の実施といった、上
質な文化観光コンテンツの造成等を支援し、文化施設や文化資源の高付加価値
化を促進する。

文化施設・文化資源の設置者・管理者、観光地域づくり法人（DMO）、自治
体、民間事業者等
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【連絡先】
文化庁 参事官（文化観光担当） TEL０３-６７３４-４８６９

支援内容

支援手続スケジュール（予定）

備考

対象事業

文化施設や文化資源の高付加価値化に資する上質な文化観光コンテンツの造成
等の取組

<対象事業のイメージ>
・夜間等の特別解説ツアー等の実施
・城泊の実施
・社寺等の文化資源をユニークベニューとして活用した音楽祭や芸術祭等の

実施
・特別な体験の提供 等

対象事業の実施に必要な経費を予算の範囲内で負担（１件２０百万円程度を予
定）

未定（今後、文化庁ホームページでご案内いたします）

昨年度からの変更のポイント

－

－
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○エコツーリズムを通じた地域の魅力向上事業
令和３年度案額：

28百万円

事業イメージ

概 要

対象者

継続 ソフト事業

国立公園や棚田地域等において、自然観光資源を活用した地域活性化を推進す
るため、エコツーリズム推進法に基づく全体構想を作成し、原則として3年以
内に認定申請を行う方針を有する地域協議会に対して、魅力あるプログラムの
開発、ガイド等の人材育成などの地域のエコツーリズムの活動を支援する。

エコツーリズムに取り組む又は取り組もうとする地域の多様な主体で構成され
ている地域協議会（市町村の参加は必須）
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【連絡先】
環境省 自然環境局国立公園課国立公園利用推進室
TEL０３-５５２１-８２７１

支援内容

昨年度からの変更のポイント

支援手続スケジュール（予定）

備考

エコツーリズム地域活性化支援事業（交付金）
・交付対象経費の1/2を助成（１地域あたりの交付金額は最大で500万円

（令和２年度実績））

次年度分は概算決定後1月下旬～2月に募集予定

―

―

対象事業

エコツーリズム地域活性化支援事業（交付金）
エコツーリズムを推進する活動で以下に掲げる事業等を支援。
・エコツーリズム推進全体構想の作成
・エコツーリズムの推進体制の整備、強化
・資源調査
・エコツアーのプログラムづくり
・ガイド等の人材育成 等
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生物多様性保全推進支援事業
令和３年度予算案額：

１３６百万円

事業イメージ

概 要

対象者

対象事業

継続 ソフト事業

各地域において実施される、一定の要件を満たす生物多様性の保全・再生に資する活動
等に対し、財政的支援を行うもの。

環境省
地域生物多様性協議会※

地方公共団体
動植物園 研究機関 NPO 等

交付金

各地域において、生物多様性の保全・再生に
資する活動等を実施

１．地域における生物多様性の保全再生に資する活動
①特定外来生物対策 ・・・ 地域生物多様性協議会、地方公共団体
②重要地域の保全・再生 ・・・ 地域生物多様性協議会
③広域連携生態系ﾈｯﾄﾜｰｸ構築 ・・・ 地域生物多様性協議会
④地域・民間の連携促進活動 ・・・ 地方公共団体、地域連携保全活動支援ｾﾝﾀｰ

２．動植物園等による国内希少野生動植物種生息域外保全
動物園、植物園、水族館等

３．国内希少野生動植物種の保全活動
地方公共団体、民間団体（研究機関、NPO、企業他）

４．地域における特定外来生物の早期防除計画の策定
地域生物多様性協議会、地方公共団体

※原則として地方公共団体を中核とし、
地域の関係団体等から構成（任意団体）

１．地域における生物多様性の保全再生に資する活動
①特定外来生物対策 ・・・ 特定外来生物の調査及び防除等
②重要地域の保全・再生 ・・・ 国立公園等内における生息環境の保全再生等
③広域連携生態系ﾈｯﾄﾜｰｸ構築 ・・・ 地域連携活動計画や自然再生事業実施計画の

作成、同計画に基づく生態系ﾈｯﾄﾜｰｸの構築
④地域・民間の連携促進活動 ・・・ 地域連携保全活動支援ｾﾝﾀｰの設置、同ｾﾝﾀｰ

による情報発信や主体間のﾏｯﾁﾝｸﾞ等の取組
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【連絡先】環境省 自然環境局
自然環境計画課 生物多様性主流化室 TEL:03-5521-9108 

支援内容

支援手続スケジュール（予定）

備考

２．動植物園等による国内希少野生動植物種生息域外保全
国内希少野生動植物種を対象とした、種の保存に資する飼育・繁殖・野生復
帰の取組等

３．国内希少野生動植物種の保全活動
国内希少野生動植物種を対象とした分布状況調査・保全計画策定、生息環境
改善等

４．地域における特定外来生物の早期防除計画の策定
地域に未侵入又は侵入初期の特定外来生物の早期防除に資する地域計画の
策定等

交付金による財政支援を行う。交付率、支援期間等は以下のとおり。
１．地域における生物多様性の保全再生に資する活動

交付率：事業費の１/２
期間：原則2年

２．動植物園等による国内希少野生動植物種生息域外保全
交付率：定額（1種につき上限200万円）
期間：原則3年

３．国内希少野生動植物種の保全活動
交付率：定額（分布状況調査・保全計画検討：上限250万円、生息環境改善等：

150万円）
期間：原則3年

４．地域における特定外来生物の早期防除計画の策定
交付率：定額（1件につき上限250万円）
期間：原則1年

1～２月頃に公募を開始、省内審査を経て３～４月頃に採択案件を決定（予定）

過去の実施状況は、環境省ウェブサイト
https://www.biodic.go.jp/biodiversity/activity/local_gov/hozen/index.html にて

参照可能。
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○来訪意欲を増進させるためのオンライン技術活用事業
（DXの推進による観光サービスの変革と観光需要の創出）

令和３年度予算案額：

８００百万円の内数

事業イメージ

概 要

対象者

対象事業

新規 ソフト事業

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う旅行制限やオンライン観光の普及によってリアルな

観光への期待が増大している。そこで、これまでデジタル技術の導入があまり進んでこなかった
観光産業において、「愛好家が好む日本ならではのコンテンツ」や「その時・その場所でしか楽し
めない参加型コンテンツ」等を核とし、オンラインツアーをはじめとしたオンライン技術を組み合
わせることで、観光客・事業者間のコミュニケーション形成や観光地の情報収集・消費機会の提
供、来訪意欲の増進に資する事業を募集する。

オンラインを活用した来訪意欲の増進

観光客・事業者がコミュニケーションを
取り合えるプラットフォームを構築し、
オンライン空間上でのツアーを通じて
観光地の情報収集や消費の機会等
を提供。

事業概要
観光資源の高付加価値化、観光関連事業者
の受入の環境・体制等を整備。

観
光
事
業
者
の

受
入
体
制
整
備

オ
ン
ラ
イ
ン

コ
ン
テ
ン
ツ
造
成

配
信
・
体
験
等

評
価
・
検
証

○地域・事業者の連携構築に係わる経費
（セミナー開催、地域事業者同士によるネットワーク構築等）

○来訪意欲の維持・増進に向けた観光資源の高付加価値化に係わる経費
（オンラインツアーや仮想空間といったオンライン技術を活用したコンテンツ造成等）

○地域・事業者の受入環境や体制の整備等に係わる経費
（ガイドの人材育成等）

○広報活動とその効果検証に係わる経費
（メディア掲載、各種PR媒体の活用や効果に対する検証等）

○事業報告書等の作成に係わる経費
（各種取組やオンライン技術活用の成果・課題の抽出やそれらを纏めた報告書作成等）

地域の観光事業者、旅行会社、地方公共団体、民間企業、関係団体等
から構成されるコンソーシアム
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【連絡先】
国土交通省 観光庁 観光庁観光資源課 TEL０３-５２５３-８９２５

支援内容

昨年度からの変更のポイント

支援手続スケジュール（予定）

〇令和３年１月末～３月上旬 ： 事業者公募（予定）
〇令和３年４月 ： 事業者採択（予定）
〇令和３年５月以降 ： 支援開始

〇国費による調査事業（定額）であるため、補助事業・交付金事業ではないことに留意。

〇新規事業につき、昨年度からの変更は無し。
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データ収集・分析事業
○観光地域づくり法人による宿泊施設等と連携した

データ収集・分析事業

令和３年度概算要求額：

１５０百万円

事業イメージ

概 要

対象者

継続 ソフト事業

観光地域づくり法人（ＤＭＯ）が地域内の宿泊施設、観光施設等における観
光客のデータを集積し、観光地域づくりのための戦略策定につながる分析を行
うプラットフォームの利便性を向上させるとともに、顧客へのダイレクトマー
ケティングを実現できるCRM（顧客関係管理）機能を拡充し、旅行消費の増
大・リピーター確保を図る。

観光地域づくり法人（ＤＭＯ）

支援内容

観光庁が実施する実証事業のモデル地域において、地域内の宿泊施設、観光
施設等から観光客のデータを集積するための仕組みや顧客へのダイレクトマー
ケティングを実現する仕組みの導入を支援

支援手続スケジュール（予定）

【連絡先】国土交通省 観光庁 観光地域振興課 TEL:03-5253-8328

令和３年１～２月頃：モデル地域公募開始
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○地域経済分析システム（RESAS）による
地方版総合戦略支援事業

令和３年度予算案額：

１０８百万円

概 要

新規 ソフト事業

地域経済に関する官民様々なデータを分かりやすく見える化している「地域経
済分析システム（RESAS）」や、新型コロナウイルスが地域経済に与える影響
を可視化する「V-RESAS」を提供し、各地域でデータに基づく政策立案を促
進する。

事業イメージ

目的地、宿泊客情報、外国人観
光客の分布・消費構造等

人の流れ、飲食店、決済デー
タ、宿泊施設予約情報等

地方公共団体や観光地
域づくり法人（DMO)
等でデータ分析や戦略
を策定

各地域の観光施設等
で戦略を実現

【連絡先】内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局
ビッグデータチーム TEL：03-3581-4541

対象者

支援内容

地方公共団体、観光地域づくり法人（DMO) 等

RESASやV-RESASを提供するとともに、地方公共団体や地域の多様な関係者
によるデータに基づく政策立案を促進するため、有識者等を派遣する等の支援
を行う。

中長期的なデータを掲載

足下のデータを掲載
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○放送コンテンツによる地域情報発信力強化事業
令和３年度当初予算案額：

１０２百万円

事業イメージ

概 要

対象者

対象事業

継続

ローカル放送局等と、自治体、地場産業等の関係者が幅広く協力し、ポストコ
ロナも見据え、地域の魅力を紹介する放送コンテンツを制作、海外発信する取
組への支援等を行うことにより、コロナ禍による影響が深刻化している地域の
活性化を図る。

放送コンテンツの制作を行うローカル放送局、番組制作会社等のコンテンツ
関連企業

日本の放送局等が、海外の放送局等と連携して、我が国の魅力を発信するコン
テンツを制作し、海外発信するとともに、これと連動した事業を実施し、それ
らの効果を測定する事業

ローカル局
制作会社等

関係省庁
団体

地場産業

自治体

放送

ネット配信

JAPAN

連動プロジェクト

コンテンツ
を中心とした

地域連携
地域の魅力を

伝える
コンテンツを制作
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支援内容

支援手続スケジュール（予定）

【連絡先】
総務省 情報流通行政局 情報通信作品振興課 放送コンテンツ海外流通推進室
TEL０３-５２５３-５７３９

地域の魅力を発信する番組を制作、海外発信する事業の実施に係る経費の補助
（補助対象経費の１／２を補助）

＜対象となる経費＞
①コンテンツ制作に係る費用
②海外放送枠の確保等に係る費用
③連動事業に係る費用
④その他事業を実施するために必要な経費

令和３年３月末頃～ ５月頃：令和３年度実施事業企画公募
令和３年６月末頃：交付決定
令和４年２月頃：事業完了
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○施策名 地域の観光資源を活用したプロモーション事業
令和３年度予算案額：

1,578百万円の内数

事業イメージ

概 要

対象者

継続 ソフト事業

地域の観光資源について熟知している地方運輸局が、自治体や地域の交通事業者等の
民間等と広域かつ機動的に連携して行う訪日プロモーション事業。政府として積極的に取り
上げていく観光資源等を、JNTOのノウハウ等を活用しつつ戦略的なプロモーションを行うこと

で、魅力ある地域の観光資源を効果的に発信し、地方部への訪日外国人旅行者の誘客を加
速させる。

地方公共団体・観光関係団体、民間企業 等
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【連絡先】国土交通省 観光庁 国際観光部国際観光課総合計画室

TEL:03-5253-8324

支援内容

支援手続スケジュール（予定）

・事業効果をJNTOのデジタルマーケティング等に活用できる事業については、総費用の１/２を負担
・上記事業に付随して行う印刷物制作等については、総費用の１/３を負担

① 9月 次年度計画の募集開始
② 11月 次年度事業計画の募集〆切
③ 2月 次年度事業計画の決定

対象事業

【事業内容の例】
(国内で行う事業)

〇海外旅行会社関係者等の招請
〇海外メディア関係者等の招請

(国外で行う事業)
〇海外旅行博への出展
〇海外新聞・雑誌等への広告掲載
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○インフラツーリズム

各地の相談窓口

概 要

継続 ソフト事業

橋、ダム、港などのインフラ（社会資本）を観光資源として活用したインフラツアーを紹介するインフ

ラツーリズムポータルサイトを平成28年1月22日に開設し、全国各地で実施されている現場見学会

や民間事業者が催行するツアーなど、幅広く情報発信することにより地域活動を支援します。

施設見学を取り入れたツアーの企画・催行は各地方整備局等の窓口へご相談下さい。

北海道開発局 開発監理部開発調整課
東北地方整備局 企画部企画課
関東地方整備局 企画部広域計画課
北陸地方整備局 企画部広域計画課
中部地方整備局 企画部企画課
近畿地方整備局 企画部広域計画課
中国地方整備局 企画部企画課
四国地方整備局 企画部広域計画課
九州地方整備局 企画部企画課
沖縄総合事務局 開発建設部建設行政課

TEL:011-709-2311
TEL:022-225-2171
TEL:048-600-1330
TEL:025-280-8880
TEL:052-953-8127
TEL:06-6942-1141
TEL:082-221-9231
TEL:087-811-8308
TEL:092-476-3542
TEL:098-866-1908

インフラツーリズムポータルサイト

インフラツーリズムポータルサイト で

（URL：http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/infratourism/index.html）

全国のインフラツアー等を掲載
海上から300m上の主塔に登る人気のツアー
○世界最長の吊橋「明石海峡大橋」〔兵庫県〕
（本州四国連絡高速道路株式会社）

まるで『地下神殿』。大雨による水をため込む巨大な調圧水槽を見学
○首都圏外郭放水路 〔埼玉県〕
（国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所）

【連絡先】国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課 TEL: 03-5253-8912

インフラ施設の見どころ等も紹介

令和３年度予算案額：

50百万円

73




